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4 2024（令和6年）

国　税／�3月分源泉所得税の納付� 4月10日
国　税／�2月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 4月30日
国　税／�8月決算法人の中間申告� 4月30日
国　税／�5月、8月、11月決算法人の消費税の中間

申告（年3回の場合）� 4月30日
地方税／�給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出

� 4月15日
地方税／�固定資産税（都市計画税）の第1期分の納付
� 市町村の条例で定める日（原則4月中）
地方税／�土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

� 4月1日〜4月20日
�または最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで

地方税／�軽自動車税の納付
� 市町村の条例で定める日（原則4月中）

労　務／�労働者死傷病報告（休業4日未満：1月〜3月分）
� 4月30日

　e-Taxソフトにログインし申請を行うことで、
提出した申告書のPDFファイルが取得できる
サービス（手数料無料）。対象は、直近3年分（令
和2年分以降）の所得税及び復興特別所得税の
確定申告書及び修正申告書、青色申告決算書、
収支内訳書。利用の際はマイナンバーカード
が必要です。

ワンポイント 申告書等情報取得サービス

4 月 の 税 務 と 労 務4月 （卯月）APRIL

29日・昭和の日
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4 月号─2

一
　
制
度
の
概
要

　

相
続
に
よ
り
土
地
を
取
得
し
た
も

の
の
、
そ
の
土
地
か
ら
遠
く
に
住
ん

で
い
て
利
用
で
き
な
い
こ
と
や
、
管

理
の
負
担
が
大
き
い
こ
と
な
ど
の
理

由
で
、
そ
の
土
地
を
手
放
し
た
い
と

い
う
ニ
ー
ズ
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
土
地
が
管
理
で
き
な
い

ま
ま
放
置
さ
れ
る
こ
と
で
、
所
有
者

不
明
土
地
に
な
る
こ
と
を
予
防
す
る

た
め
、
相
続
な
ど
に
よ
っ
て
土
地
の

所
有
権
を
取
得
し
た
相
続
人
が
一
定

の
要
件
を
満
た
し
た
場
合
に
は
、
そ

の
土
地
を
手
放
し
て
国
庫
に
帰
属
さ

せ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
制
度
が「
相

続
土
地
国
庫
帰
属
制
度
」で
す
。

二
　
手
続
き
の
流
れ

　

相
続
土
地
国
庫
帰
属
制
度
は
、
相

続
又
は
遺
贈
に
よ
っ
て
土
地
の
所
有

権
や
共
有
持
分
を
取
得
し
た
人
が
手

続
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ

の
制
度
に
お
け
る
遺
贈
と
は
、
遺
言

に
よ
り
特
定
の
相
続
人
に
財
産
の
一

部
や
全
部
を
譲
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　

手
続
き
は
、
相
続
な
ど
に
よ
っ
て

取
得
し
た
土
地
の
所
有
権
を
国
庫
に

帰
属
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
承
認

を
、
法
務
大
臣
に
対
し
て
申
請
を
し

ま
す
。
実
際
に
申
請
を
す
る
際
の
申

請
先
は
、
承
認
申
請
を
受
け
よ
う
と

す
る
土
地
が
所
在
す
る
都
道
府
県
の

法
務
局
・
地
方
法
務
局
（
本
局
）
の

不
動
産
登
記
部
門
で
す
。
法
務
局
・

地
方
法
務
局
の
支
局
や
出
張
所
で
は

受
け
付
け
て
い
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
審
査
手
数
料
と
し
て
、
土

地
一
筆
あ
た
り
１
万
４
０
０
０
円
が

必
要
で
す
。
ま
た
申
請
を
す
る
際
に

は
、
法
務
局
に
事
前
相
談
を
し
て
く

だ
さ
い
。

　

申
請
を
受
け
た
法
務
大
臣
は
、
審

査
の
た
め
に
必
要
と
判
断
し
た
と
き

は
、
法
務
局
の
担
当
官
に
調
査
を
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、

承
認
申
請
さ
れ
た
土
地
が
、
通
常
の

管
理
や
処
分
を
す
る
よ
り
も
多
く
の

費
用
や
労
力
が
か
か
る
土
地
と
し
て

法
令
に
規
定
さ
れ
た
も
の
に
当
た
ら

な
い
と
判
断
さ
れ
る
と
、
そ
の
土
地

手
続
の
流
れ

①
　
事
前
相
談

　
土
地
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

法
務
局（
本
局
）に
相
談

②
　
承
認
申
請

　
申
請
権
者
は
、
相
続
又
は
遺

贈
（
相
続
人
に
対
す
る
遺
贈
に

限
る
）
に
よ
り
土
地
を
取
得
し

た
者

　（
承
認
申
請
書
の
提
出
・
審

査
手
数
料
の
納
付
）

③
　
要
件
審
査
・
承
認

　
法
務
局
担
当
官
に
よ
る
調
査

（
書
面
調
査
・
実
地
調
査
）

④
　
負
担
金
を
納
付

　
金
額
は
10
年
分
の
土
地
管
理

費
相
当
額
で
、
通
知
が
到
達
し

た
翌
日
か
ら
30
日
以
内
に
納
付

⑤
　
国
庫
帰
属

　
所
有
権
移
転
後
は
、
財
務
大

臣
又
は
農
林
水
産
大
臣
が
管

理
・
処
分
を
行
う

の
所
有
権
が
国
庫
に
帰
属
さ
れ
る
こ

と
が
承
認
さ
れ
ま
す
。
承
認
を
受
け

た
人
が
一
定
の
負
担
金
を
国
に
納
付

す
る
と
、
そ
の
土
地
の
所
有
権
が
国

庫
に
帰
属
し
ま
す（
表
参
照
）。

相続土地　　
国庫帰属制度

表　負担金の算定方法

右記以外の土地
一部の市街地（注1）
の宅地　　　　　　

一部の市街地（注1）　
農用地区域等の田、畑

森林

面積にかかわら
ず、20万円

面積に応じ算定（注2）
例）	 100㎡：約55万円
	 200㎡：約80万円

面積に応じ算定（注2）
例）	 500㎡：約72万円
	 1,000㎡：約110万円

面積に応じ算定（注2）
例）	 1,500㎡：約27万円
	 3,000㎡：約30万円

（注1）都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域
（注2）面積の単純比例ではなく、面積が大きくなるにつれて1㎡あたりの負担金額は低くなる



3─4月号

　

却
下
要
件
は
、
①
建
物
が
あ
る
土

地
、
②
担
保
権
や
使
用
収
益
権
が
設

定
さ
れ
て
い
る
土
地
、
③
他
人
の
利

用
が
予
定
さ
れ
て
い
る
土
地
、
④
特

定
有
害
物
質
に
よ
り
土
壌
汚
染
さ
れ

て
い
る
土
地
、
⑤
境
界
が
明
ら
か
で

な
い
土
地
・
所
有
権
の
存
否
や
帰
属
、

範
囲
に
つ
い
て
争
い
が
あ
る
土
地
、

の
５
つ
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
土
地
に
つ
い
て

は
、
承
認
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。

　

不
承
認
要
件
は
、
①
一
定
の
勾
配

や
高
さ
の
崖
が
あ
り
、
か
つ
管
理
に

過
分
な
費
用
や
労
力
が
か
か
る
土

地
、
②
土
地
の
管
理
や
処
分
を
阻
害

す
る
有
体
物
が
地
上
に
あ
る
土
地
、

③
土
地
の
管
理
や
処
分
の
た
め
に
、

除
去
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
有
体
物

が
地
下
に
あ
る
土
地
、
④
隣
接
す
る

土
地
の
所
有
者
等
と
の
争
訟
に
よ
ら

な
け
れ
ば
管
理
・
処
分
が
で
き
な
い

土
地
、
⑤
そ
の
他
、
通
常
の
管
理
や

処
分
に
当
た
っ
て
過
分
な
費
用
や
労

力
が
か
か
る
土
地
、
の
５
つ
が
あ
り

ま
す
。
審
査
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
土
地
と
判
断
さ

れ
る
と
、
国
庫
帰
属
を
不
承
認
と
す

る
処
分
が
さ
れ
ま
す
。

三
　
申
請
が
で
き
る
人

　

こ
の
制
度
に
つ
い
て
の
申
請
が
で

き
る
人
は
、
相
続
又
は
相
続
人
に
対

す
る
遺
贈
に
よ
っ
て
土
地
を
取
得
し

た
人
で
す
。
売
買
な
ど
の
よ
う
に
相

続
等
以
外
の
原
因
で
自
ら
土
地
を
取

得
し
た
人
や
、
相
続
等
に
よ
り
土
地

を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
法
人

は
、
基
本
的
に
こ
の
制
度
を
利
用
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

相
続
等
に
よ
り
土
地
の
共
有
持
分

を
取
得
し
た
共
有
者
は
、
共
有
者
の

全
員
が
共
同
し
て
申
請
を
行
う
こ
と

で
、
こ
の
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
ま
た
売
買
な
ど
に
よ
り

共
有
持
分
を
取
得
し
た
共
有
者
が
い

る
場
合
で
も
、
相
続
等
に
よ
り
共
有

持
分
を
取
得
し
た
共
有
者
が
い
る
と

き
は
、
共
有
者
の
全
員
が
共
同
し
て

申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

四
　
引
き
取
る
こ
と
が
で
き
な
い

　
土
地

　

相
続
土
地
国
庫
帰
属
制
度
で
は
、

申
請
の
段
階
で
直
ち
に
却
下
と
な
る

土
地
（
却
下
要
件
）
と
、
審
査
の
段

階
で
該
当
す
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合

に
不
承
認
と
な
る
土
地
（
不
承
認
要

件
）が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

①相続等により所有権の全部を取得した所有者 ②相続等により所有権の一部を取得した者
　父Xから子Aが相続により土地を取得 父Xから子A・子Bが購入し、子Bが子Aの持分を相続により取得

単独所有の場合

共有の場合

単独所有

①相続等により共有持分の全部を取得した共有者
父Xから子A、Bが相続により土地を取得

②相続等により共有持分の一部を取得した共有者
第三者Yから父X、子Aが購入し、父Xの持分を子A、Bが相続により取得

（法務省資料）

子A

単独所有

父X 父X 子A 子B 子B

単独所有

子A 子B

相続 相続売却

申請可

単独所有

父X

単独所有

第三者Y

相続 売却 相続

申請可

申請可

申請可

申請可
申請可

Aの持分1/2
B の持分1/2

Aの持分1/2
B の持分1/2

父 X 子A

Xの持分1/2
Aの持分1/2

子 A 子B

Aの持分3/4（うち相続1/4）
B の持分1/4（相続）

単独所有
（うち相続1/2）

相続により取得した
持分を有するため

※　共有者がいるときは、　共有者の全員が共同して申請

③相続等以外の原因により共有持分を取得した共有者
第三者Yから父X、法人Zが土地を購入し、父Xの持分を子Aが相続により取得

単独所有

第三者Y

Xの持分1/2
Z の持分1/2

父 X 法人 Z

Aの持分1/2（相続）
Z の持分1/2

子 A 法人 Z

売却 相続

申請可 申請可
本来申請権限を有しな
いが、子Aと共同申請す
ることにより申請可能

申請ができる人の具体例



4 月号─4

　個人が株式などを売却した場合、その株
式などの譲渡益に対して所得税が課税され
ます。株式などの譲渡益は、譲渡価額から
取得費や委託手数料などの必要経費を差し
引いて計算されます。その際、同一銘柄の
株式などを2回以上にわたって購入し、そ
の株式などの一部を売却した場合には、取
得費は総平均法に準ずる方法によって求め
た1単位当たりの金額を基に計算すること
になっています。
　一方、法人が株式などを売却した場合に
は、譲渡価額から譲渡原価を差し引いて譲
渡益の計算をします。譲渡原価を計算する
際の1単位当たりの帳簿価額の算出方法は、
①移動平均法または②総平均法のいずれか
の方法によって計算します。どちらの方法
を選択するか税務署に届け出をする必要が
ありますが、届け出をしなかった場合は移
動平均法により計算を行います。

同一銘柄株式などを 
複数回購入した場合の取得費づ

い
て
継
続
し
て
役
務
の
提
供
を
行

う
場
合
に
、
既
に
提
供
を
し
た
役
務

に
対
し
て
ま
だ
支
払
い
を
受
け
て
い

な
い
対
価
を
い
い
ま
す
。
売
掛
金
は

本
来
の
営
業
取
引
の
債
権
で
あ
り
、

未
収
入
金
は
非
継
続
的
な
取
引
の
場

合
に
使
う
の
で
、
こ
れ
ら
と
未
収
収

益
は
区
別
し
て
使
わ
れ
ま
す
。
未
収

収
益
の
具
体
例
に
は
、
不
動
産
賃
貸

料
や
受
取
利
息
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
契
約
に
基
づ
い
て
実
際
に
役
務
の

提
供
を
し
た
も
の
の
、
対
価
の
支
払

い
を
受
け
て
い
な
い
場
合
は
、
未
収

収
益
と
し
て
計
上
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
た
だ
し
法
人
の
有
す
る
貸
付

金
に
つ
い
て
、
債
務
者
に
つ
き
更
生

手
続
き
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
な
ど
の

事
実
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
貸

付
金
か
ら
生
ず
る
利
子
の
額
の
う
ち

そ
の
事
業
年
度
に
係
る
も
の
は
、
実

際
に
支
払
い
を
受
け
た
も
の
を
除
き
、

益
金
の
額
に
算
入
し
な
い
こ
と
が
で

き
ま
す
。

未
収
収
益

　
未
収
収
益
は
、
一
定
の
契
約
に
基

　居住者に対して国内で、一定の報酬・料
金等の支払いをする際には、その都度一定
の計算式で算出した所得税（復興特別所得
税を含む、以下同じ）を源泉徴収する必要
があります。この報酬・料金等に対する源
泉徴収事務は、報酬・料金等の支払者が個
人であって、その個人が給与の支払者でな
いときなどの要件に該当する場合は、ホス
テスやバンケットホステス等に支払う報酬・
料金等を除き、源泉徴収をする必要があり
ません。また報酬・料金等の支払いの対象
者が法人の場合、国内において競馬の賞と
して馬主である法人に支払われる金品のう
ち金銭で支払われるものを除き、源泉徴収
の必要がありません。
　源泉徴収の対象となる報酬・料金等は、
原稿料やデザインの報酬、著作権の使用料
や講演の報酬、弁護士や税理士などに対す

る報酬などがあります。たとえ、謝礼・賞
金・取材費・車賃などの名義で支払われた
としても、報酬や料金等の性質を有するも
のであれば、源泉徴収をする必要がありま
す。
　源泉徴収税額は、報酬・料金等の区分に
よって異なりますが、大半の報酬・料金等
に対する源泉徴収税額は、報酬・料金等の
額×10.21%で計算された金額になります。
なお、この算式で計算される報酬・料金等
の金額が100万円を超える場合は、超え
る部分については、20.42％になります。
　源泉徴収した所得税は、支払った月の翌
月10日までに納付するのが原則です。給
与に対して源泉徴収した所得税については、
一定の要件を満たす場合は半年分をまとめ
て納めることができる納期の特例制度があ
りますが、報酬・料金等に対して源泉徴収
した所得税については、弁護士や税理士な
どに支払う報酬に対するものを除き、この
ような特例制度はありません。

報酬・料金等に対する 
源泉徴収事務


